












建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、公表します。
【 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設】

公表内容は、建築物の所有者から報告された結果を転記したものである。
※１ 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。

※２ 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件（建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条）に定める用途（同施行令第8条第1項第1号から第19号）
に該当する主な用途を記載している。

※３ 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値を記載している。

※４ 建築物の安全性の評価に用いる係数（Z、Rt、G、U）は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。

※５ 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。
※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※　震度６強から７に達する程度の大規模の地震
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでないかぎりは、震度５強程度の中規模地震に対しては損傷するおそれは少なく、
倒壊するおそれはないとされている。
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（財）日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震
診断および耐震改修指針・同解説」（2011年版）
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（財）日本建築防災協会による「既存鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建築物
の耐震診断基準（2次診断）」（2001年版）
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